
秋田県水と緑の森づくり税事業の次期計画について 

 

１ 第３期５箇年計画（以下、現計画という）について 

・現計画は、平成 30 年度～令和４年度までの５箇年計画として策定してお

り、今年度で４年目を迎えている。 

・現計画の方向としては、第２期計画までの事業内容を維持しながら、新た

な県民ニーズ等に対応するため、熊の市街地への出没抑制や景観対策とな

る通学路等での森林整備や、街中において親子でふれあえる木育体験空間

整備等を新たに加えた計画となっている。 

 

  

 

 

 

２ 第４期５箇年計画（以下、次期計画という）について 

１）策定年度 

   次期計画は令和４年度に策定する。 

※秋田県水と緑の森づくり税条例附則３ 

「知事は、この条例の施行後おおむね五年ごとに、この条例の施行の 

状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず 

るものとする。」 

 

 ２）県民等の意見収集及び検討事項等 

    次期計画の策定にあたり、次により情報を収集し、現計画の事業効果

等を検証するとともに、森林・林業に関する環境の変化などを検討し、 

計画を策定する。 

   ①県民等の意見収集方法 

ア 県民アンケート 

イ 市町村との意見交換 （※森林環境譲与税等との整理） 

資料 ５ 

緩衝帯等整備 

（藪化していた森林が見通し良く整備された） 

木育空間整備 

（秋田市・大森山動物園ビジターセンター） 



    ウ パブリックコメント 

エ 基金運営委員会での協議・検討 

 

   ②検討事項（現計画策定後の森林・林業に関する環境の変化） 

ア 森林環境税及び森林環境譲与税の創設 

    イ ナラ枯れ被害の拡大 

    ウ 素材生産量の増加 

    エ 森林所有者の高齢化に伴う再造林の伸び悩み 

    オ 2050 カーボンニュートラルへの対応 

      ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３）次期計画策定のスケジュール（予定） 

 ●令和３年度 

６月９日    第１回基金運営委員会（中止） 

※次期計画策定のスケジュール等について説明 

  ７月～     県民アンケート調査  

１１月～２月  アンケートの集計・分析及び計画の方向性の検討 

３月      第４回基金運営委員会（調査結果等の報告） 

●令和４年度 

 ５月      第１回基金運営委員会 ※計画骨子案について意見交換 

  ７月      第２回基金運営委員会  ※計画素案等について意見交換 

８月～     関係者を対象とした意見交換会の開催 

９月～     県民を対象としたパブリックコメントの募集 

  １０月     第３回基金運営委員会  ※計画（案）について意見交換 

  １２月     定例議会において計画案を説明 

  ３月      第４回基金運営委員会  ※次期計画の説明 

主伐後の伐採跡地 
ナラ枯れ被害の森林 

（北秋田市鷹巣：大館能代空港向かい） 

で確認された 



●令和５年度 

 ４月～     次期計画スタート 

 

 ４）県民等へのアンケート 

現計画策定後の状況変化に対し、県民がどのように感じているかを把握

するため、県民の森づくりに対する意識調査を次のとおり実施する。 

① 県民 

県内に居住する２０歳以上の男女 2,000 人を、住民基本台帳から無作 

為抽出し、往復郵送方式で実施。 

    （誤差率５％、信頼度９５％、予想回収率２０％として算出） 

② 県内企業 

各商工会議所等に所属する県内企業 1,000 社を抽出し、往復郵送方式

で実施。（誤差率５％、信頼度９５％。予想回収率４０％として算出） 

・設問（案） 

ｱ．森林が有する機能の重要性・期待について 

ｲ．秋田県の森林の現状について 

ｳ．森づくり税のこれまでの取組について 

  ｴ．森づくり税の取組に関する要望・ご意見について 

ｵ．その他 

 

 

 

 

 

 ５）ボランティア団体等活用者への意見収集 

これまで事業を活用してきたボランティア団体等を対象に、改善点や新

規事業の提案などの具体的な意見を記述式として、往復郵送方式で実施。 

・設問（案） 

ｱ．事業を知ったきっかけ 

ｲ．事業の使い勝手 

ｳ．今後に向けての改善点 

  ｴ．新規要望事業の提案 

ｵ．その他 
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委託

発注 

  委託 期間  委託 

完了 

庁内 検討 委員会 

で報告 


